
残留熱除去系配管及び格納容器電気配線貫通部の変更に伴う影響について
【第４条 設計基準対象施設の地盤】

１．基準適合性の確認範囲
① 既工事計画においては，「Ⅴ-2-1-1 耐震設計の基本方針の概要」において耐震重要度分類の各クラスに応じて算出する地震力が

作用した場合においても，接地圧に対する十分な支持力を有する地盤に設置することとしており，この方針に変更はなく，技術基
準の要求に適合している。（1,2頁参照）

② 残留熱除去系配管及び原子炉格納容器電気配線貫通部の設置される原子炉建屋及び原子炉格納容器の地盤の健全性については，
「Ⅴ-1-8-3 原子炉格納施設の基礎に関する説明書」（2,3,11頁参照），「Ⅴ-2-9-2-2 原子炉格納容器底部コンクリートマットの
耐震性についての計算書」（7,11,48,49,50頁参照）及び「Ⅴ-2-9-3-4 原子炉建屋基礎盤の耐震性についての計算書」
（7,10,37,38,39頁参照）において評価されており，地盤の最大接地圧は許容支持力度を超えないため，地盤は十分な支持力を有す
ると評価されている。

③ 接地圧については，「Ⅴ-2-9-2-2 原子炉格納容器底部コンクリートマットの耐震性についての計算書」（9頁参照），「Ⅴ-2-9-3-
4 原子炉建屋基礎盤の耐震性についての計算書」（8頁参照）の評価フローにおいて，地震応答解析を基に評価するとしているため，
配管及び貫通部の改造が地震応答解析に及ぼす影響を確認した。

④ 地震応答解析は質点系モデルに基づき評価しており，今回の配管及び電気配線貫通部の改造に伴う影響としては，地震応答解析モ
デルにおける各標高の質点重量の増減が考えられる。当該配管及び貫通部が設置される標高2.00mから標高20.30mの各質点重量はそ
れぞれ20万kN規模（質量換算：約2万t規模）であり，配管及び貫通部の改造による重量の増減に比べて各標高の質点重量は非常に
大きいことから，今回の改造による影響は考えられない。（「Ⅴ-2-2-1 原子炉建屋の地震応答計算書」
（1,11,12,38,39,41,71,84,96,156頁参照））

⑤ 地盤の支持性能の許容限界である極限支持力度は，地盤物性等により算出されるため，今回の設備改造による影響はない。（「Ⅴ-
2-1-3 地盤の支持性能に係る基本方針」（1,17,18頁参照））

２．まとめ
設計基準対象施設の地盤については，既工事計画において適合性が確認されており，今回の改造においても設備の設置場所を変更する

ものではなく，改造に伴う重量の増減は地震応答解析モデルへ影響を及ぼすことはない。設計基準対象施設の地盤に係る設計に影響を与
えるものではないことから，既工事計画から設計内容に変更がないため，審査対象条文とならない。
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残留熱除去系配管及び格納容器電気配線貫通部の変更に伴う確認結果
【第４条 設計基準対象施設の地盤】

確認図書名 確認結果

Ⅴ-2-1-1 耐震設計の基本方針の概要

下記の基本方針に変更がないことを確認した。
• 設計基準対象施設における建物・構築物及び土木構造物（屋外重要土木構造物及びその他の土木

構造物）については，耐震重要度分類の各クラスに応じて算定する地震力が作用した場合におい
ても，接地圧に対する十分な支持力を有する地盤に設置する。

Ⅴ-1-8-3 原子炉格納施設の基礎に関する
説明書
Ⅴ-2-9-2-2 原子炉格納容器底部コンク
リートマットの耐震性についての計算書
Ⅴ-2-9-3-4 原子炉建屋基礎盤の耐震性に
ついての計算書

地盤の健全性において，地震応答解析に基づく動的解析の結果から求められる接地圧に対して，地
盤は十分な支持力を有すると評価されていることを確認した。

Ⅴ-2-2-1 原子炉建屋の地震応答計算書
地震応答解析モデルにおける各標高の質点重量のうち，当該配管及び貫通部が設置される標高2.00m
から標高20.30mの各質点重量はそれぞれ20万kN規模（質量換算：約2万t規模）であり，配管及び貫
通部の改造による影響がないことを確認した。

Ⅴ-2-1-3 地盤の支持性能に係る基本方針
地盤の支持性能の許容限界である極限支持力度は，地盤物性等により算出されるため，設備改造に
よる影響はないことを確認した。
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